


(3)役員の不正行為及び法令等に違反する事実の有無

役員の職務の執行に関し、 不正の行為又は法令等に違反する事実については、 指摘

すべき重大な事実は認められません。

(4)事業報告書

事業報告書は、 本学の業務運営の状況を正しく示しているものと認めます。

(,5)財務諸表等

会計監査人である有限責任監査法人ト ー マツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

令和元年6月1 0日

国立大学法人千葉大学学長

徳久 剛史 殿
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本謄本は、原本と相違ないことを証明いたします。

令和元年６月２７日
　　　国立大学法人千葉大学長　徳 久　　剛　史




